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議案第１号

むつ市立学校設置条例の一部を改正する条例

むつ市立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので、むつ市

教育委員会事務委任規則第１条第１１号の規定により教育委員会の意見を求める。

令和７年１０月３０日提出

むつ市教育委員会教育長 阿 部 謙 一

提案理由

令和８年４月１日から第三田名部小学校に奥内小学校を統合する事に伴い、奥内

小学校の廃止について条文整備をするためのものである。
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むつ市立学校設置条例の一部を改正する条例

むつ市立学校設置条例（昭和３９年むつ市条例第１９号）の一部を次のように改

正する。

本則の表むつ市立奥内小学校の項を削る。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第２号

むつ市子ども夢育成基金条例の一部を改正する条例

むつ市子ども夢育成基金条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので、

むつ市教育委員会事務委任規則第１条第１１号の規定により教育委員会の意見を求

める。

令和７年１０月３０日提出

むつ市教育委員会教育長 阿 部 謙 一

提案理由

むつ市子ども夢育成基金条例の一部を改正する条例についてでありますが、当基

金を新たに不登校支援の財源として活用できるよう、その使途を追加するほか、所

要の条文整備をするために提案するものである。
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むつ市子ども夢育成基金条例の一部を改正する条例

むつ市子ども夢育成基金条例（平成２２年むつ市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。

題名を次のように改める。

むつ市こども夢育成基金条例

第１条中「子どもたち」を「こどもたち」に、「はぐくみ」を「育み」に、「む

つ市子ども夢育成基金」を「むつ市こども夢育成基金」に改める。

第５条に次の１項を加える。

⑶ 不登校の小学生及び中学生の社会的自立を支援する事業

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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報告第１号

むつ市議会第２６５回定例会報告

会期：８月２５日（月）～９月１８日（木）

１．一般質問 ９月２日（木）～４日（木）

質 問 者 １番 高 橋 征 志 議員

質 問 事 項：１．人口減少対策について

(2) 学校教育における税外負担の削減について

質問の要点：① アンケート結果を踏まえ、学校運営における保護者の税外負担

を減らすべきと考えるが見解を伺う

【答弁概略】

１．人口減少対策について

① アンケート結果を踏まえ、学校運営における保護者の税外負担を減らすべき

と考えるが見解を伺う

学校教育における税外負担、いわゆる学校徴収金を指しているものと推察して

の答弁となりますが、学校徴収金は、児童生徒個人の所有物に係る経費や教育活

動の結果として直接的利益が児童生徒に還元されるものなどを保護者から徴収し

ているもので、各学校において学校徴収金マニュアルを定め取り扱われておりま

す。

教育委員会といたしましては、学校徴収金が保護者の過度の負担とならないよ

う必要最小限とし、かつ、適切な管理を行うよう各学校への指導を行っておりま

す。

また、学校徴収金につきましては、保護者の経済的負担の軽減を図るため、令

和６年１０月からは、青森県学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金を活用

し、学校給食費無償化事業を開始しており、小中学生のいる御家庭では、児童生

徒一人当たり年間約７万円の負担軽減となっております。

学校給食費無償化事業につきましては、令和７年度予算ベースで県交付金の不

足分約５，３００万円の一般財源を要する事業ではありますが、教育委員会とい

たしましては、まずは本事業の継続を最優先とし、保護者の経済的負担の軽減を

図ってまいりたいと考えておりますので御理解を賜りたいと存じます。

（再質問）学校運営が税外負担に依存している現状を望ましい姿であると考えて

いるのか。

学校運営が税外負担に依存しているというのであれば望ましくないと考えま

す。

ただし、共通で利用するものであれば公費で負担することは当然であると考え

ますが、学級の活動で利用するものを購入するために私費を徴収することは、必
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要なことであると認識しております。

（再質問）税外負担の削減は、市内全域に共通であり統一されるべき理念。学校

徴収金を学校現場に任せるのではなく、市と市教委で見解を示し、見通

しを進めるべきではないか。

学校徴収金は、学校と保護者が共通理解のもとで行われているものと認識して

おり、自主性が重んじられる学校運営に保護者が参画し、児童生徒にとって、よ

り充実した学校環境を実現するための自主的な取組として尊重すべきものと考え

ております。

教育委員会からは、各学校に対し適切な取り扱いを指示しておりますが、不適

切な取り扱いが認められた場合には、適切な対応をするよう再度、指導してまい

りますので、御理解を賜りたいと存じます。

質 問 者 ３番 佐 藤 武 議員

質 問 事 項：２．参議院議員通常選挙について

(2) 選挙権行使を保障する施策について

（再質問）こどもたちの権利意識が向上するように主権者教育、模擬投票の機会

（小中学校）を系統的に教育委員会として取り組んだらどうか。

平成２７年の公職選挙法改正による選挙権年齢の引き下げに伴い、義務教育の段

階から主権者として必要な資質・能力を身に付けていくことがより一層重視されてお

ります。各学校においては、政治的中立を保ちながら社会の一員としての自覚を育む

指導が学習指導要領に基づき児童生徒の発達段階に即して系統的に行われておりま

す。

具体的には、小学校第６学年社会で選挙の在り方について学習し、中学校第３学年

社会の公民的分野において、選挙に関する具体的な事例を取り上げて関心を高めると

ともに、選挙権をはじめとする政治に参加する権利を行使する良識ある主権者として、

主体的に政治に参加することの大切さについて指導しております。

また、児童生徒にとって一番身近な社会は学校であることから、学校生活の充実と

向上を図ることを目指し、学級活動、児童・生徒会活動及び学校行事などの特別活動

において、児童生徒自らによる自治的活動を充実させることでも、主権者としての意

識を涵養しております。

さらに、中学校においては、実際の投票行為を疑似体験できるよう、生徒会役

員選挙において、市選挙管理委員会事務局から投票箱を借用し投票を行う学校も

あります。

教育委員会といたしましては、各学校への学校訪問等の機会を通して、主権者

教育がより充実されるよう促すとともに、将来、子どもたちが主権者として社会

の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜く力や地域の課題解決

を社会の構成員の一人として主体的に担う力を育んでまいりますので、御理解を

賜りたいと存じます。
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２．議案審議 ９月８日（月）

教育委員会関係

議案第５１号 令和７年度むつ市一般会計補正予算

教育支援センター移転事業費を計上。

⇒９月８日（月） 原案可決

３．付託議案審議 ９月１８日（木）

議案第６３号 財産の取得について

第１期ＧＩＧＡスクール構想において整備されたタブレット

パソコンが更新時期を迎えることから、当該機器の一部を更新

するためのもの。

⇒９月１８日（木） 原案可決
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報告第２号

臨時代理した事項の報告について

むつ市教育委員会事務委任規則第３条第１項の規定により、次のとおり臨時代理

したので同条第２項の規定に基づき、これを報告する。

令和７年１０月３０日

むつ市教育委員会教育長 阿 部 謙 一

提案理由

令和９年４月に開校する（仮称）むつ市立学びの多様化学校について、令和９年

３月末までの整備完了に向けた工期を確保するため、令和７年度中の実施設計の着

手が求められる。よって、むつ市議会第１６９回臨時会に設計業務委託に係る補正

予算案の追加提案をする必要があったことから、むつ市教育委員会事務委任規則第

３条第１項により臨時代理したものである。
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むつ市教育委員会臨時代理第６号

臨 時 代 理 書

むつ市教育委員会事務委任規則第３条第１項の規定により、次のとおり臨時代理

する。

令和７年１０月６日

むつ市教育委員会教育長 阿 部 謙 一
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令和７年度むつ市一般会計補正予算案（教育委員会総務課分）

１ 概要

令和９年４月に開校する（仮称）むつ市立学びの多様化学校整備に向けて、令

和７年度中の実施設計を行うもの。今回の補正予算では、令和８年度から工事着

手（完了は令和９年３月）となる（仮称）むつ市立学びの多様化学校整備工事設

計業務委託料を計上する。なお、今回の委託料は継続費となる。

２ 対象場所

奥内小学校

３ 補正予算案

歳出見積額 ２２，２４３千円

・委 託 料（実施設計業務委託料） ２２，２４３千円

歳入見積額 ２２，２４３千円

・起 債（学校教育施設等整備事業債）１６，６００千円

・一般財源 ５，６４３千円

継続費設定額 ２４，７１５千円

・令和７年度 ２２，２４３千円

・令和８年度 ２，４７２千円

４ 事業スケジュール

令和７年１０月３０日 １０月臨時議会へ提出

令和７年１１月下旬 設計業務委託契約締結

令和８年 ５月下旬 設計業務委託完了

５ 補足

上記委託料は学校施設環境改善交付金の対象となることから、整備工事終了時

に補助対象分が歳入として算入予定。
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